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新市場区分の上場維持基準の適合に向けた計画書 

 
 当社は、2022 年 4 ⽉に予定される株式会社東京証券取引所の市場区分⾒直しに関して、
本⽇スタンダード市場を選択する申請書を提出いたしました。当社は、移⾏基準⽇時点
（2021 年 6 ⽉ 30 ⽇）において、当該市場の上場維持基準を充たしていないことから、下
記のとおり、新市場区分の上場維持基準の適合に向けた計画書を作成いたしましたので、お
知らせいたします。 

記 
 
１．当社の上場維持基準の適合状況及び計画期間 
 当社の移⾏基準⽇時点におけるスタンダード市場の上場維持基準への適合状況は、以下
のとおりとなっており、流通株式時価総額については基準を充たしておりません。当社は、
2026 年 12 ⽉期までに上場維持基準を充たすために各種取組を進めてまいります。 
 
東証から通知された上場維持基準への適合状況（⼀次判定結果） 

 
株主数 

(⼈) 
流通株式数 

(単位) 

流通株式 
時価総額 

(億円) 

流通株式 
⽐率 
(%) 

当社の状況 
(移⾏基準⽇時点) 

3,002 12,383 9.5 29 

上場維持基準 400 2,000 10 25 

計画書に記載の事項 
（上場維持基準を充たして 

いない項⽬） 
  〇  

 



２．上場維持基準の適合に向けた取組の基本⽅針、課題及び取組内容 
（基本⽅針） 

当社が上場維持基準を充たしていない「流通株式時価総額」は、「流通株式数」×「株価」
で構成されており、それぞれについて次の⽅針といたします。 
・ 流通株式数について 

流通株式数及びこれをもとにした流通株式⽐率は上場維持基準を充たしており、これ
を増加させるための施策は当⾯実施しないこととします。 

・ 株価について 
株価の上昇に向けた諸施策を実施してまいります。その具体的な内容（① 経営成績、

② サービサー事業に対する投資家等の理解の促進、③ 当社株式への投資魅⼒の訴求）
につきましては、以下に記載いたします。 

 
① 経営成績 
（課題） 

当社グループは経営成績に関し、連結業績予想を毎期公表しております。 
ご参考までに、公表しております 2021 年 12 ⽉期の通期連結業績予想（2021 年 1 ⽉ 1 ⽇

〜2021 年 12 ⽉ 31 ⽇）につきましては、以下のとおりとなっております。 
（％表⽰は、対前期増減率） 

売上⾼ 営業利益 経常利益 
親会社株主に帰属 
する当期純利益 

1 株当たり 
当期純利益 

百万円 
2,821 

％ 
34.6 

百万円 
280 

％ 
― 

百万円 
272 

％ 
― 

百万円 
173 

％ 
― 

百万円 
40.71 

％ 
― 

 
経営成績について期初の業績予想を安定的に実現していくことが、当社の信頼、評価ひい

ては株価上昇に繋がると考えます。 
経営成績は外的要因により影響を受けるため、業績予想を安定的に実現するためには、外

的要因によるマイナスの影響を⼩さくするための取組が必要であると認識しております。 
当社グループの経営成績に影響を及ぼす主要な外的要因といたしましては、次のような

ものが挙げられます。 
＊サービサー事業 

・⾦融機関等における不良債権市場の動向 
・債務者からの回収に係る経済情勢、担保不動産の市場の動向 

＊派遣事業 
・派遣先の業況 
・派遣⼈材の質的・量的確保に係る雇⽤市場の動向 

＊不動産ソリューション事業 
・不動産市場の動向 
・底地案件の動向 
 
 



（取組内容） 
 これらの外的要因によるマイナスの影響を⼩さくするために、以下の取組を実施してま
いります。 
＊サービサー事業 

・⾦融機関等との関係強化（個別相談案件の開拓、再⽣・事業承継・事業譲渡・廃業⽀援
等のコンサルティング機能の充実、専⾨家等とのネットワークの強化等） 

・回収スキルの強化、不動産担保処理能⼒の強化 
＊派遣事業 

・派遣先との関係強化 
・⼈材獲得⼒、⼈材教育の強化 

＊不動産ソリューション事業 
 ・関係先、情報先の多様化 
 ・ソリューション能⼒の強化 
 
② サービサー事業に対する投資家等の理解の促進 
（課題） 

当社は「債権管理回収業に関する特別措置法（サービサー法）」に基づき、法務⼤⾂から
営業許可を受けた債権回収会社（サービサー）であり、現時点ではサービサーで唯⼀の株式
上場会社であります。 

サービサーについての世間⼀般のイメージは、「⾦融機関等の不良債権を回収する会社」
という⽔準に⽌まっていると当社は受け⽌めております。また、⾦融機関等の関係者、弁護
⼠等の専⾨家においても、サービサーの機能・役割について正しく理解している向きは⼀部
に⽌まっていると当社は受け⽌めております。 
 
（取組内容） 

サービサーは、「不良債権の回収」のみならず、事業再⽣、事業承継、廃業⽀援等といっ
た分野へ活動の範囲を広げており、またポストコロナにおける中⼩事業者の過剰債務問題、
地域⾦融機関の再編問題等において、サービサーの持つ機能の活⽤が期待されております。 

当社は今後、決算説明会、当社ウェブサイト、その他の広報などを通じて、このようなサ
ービサーの機能・役割や、当社の経営理念について投資家等の理解を広め、深めることに取
り組むことで、投資家等の当社に対する理解、期待の向上を⽬指してまいります。 
 
③ 当社株式への投資魅⼒の訴求 
（課題） 

株価は様々な要因により変動しますが、当社が⻑期的に流通株式時価総額の上場維持基
準を充たし続けるためには、当社株式への投資魅⼒を訴求し、株価⽔準を引上げる必要性が
あると認識しております。 
 
（取組内容） 

当社は、現在の配当政策、株主優待制度を維持する予定でありますが、当社株式への投資



魅⼒を訴求するために今後必要に応じて配当政策の⾒直しや、株主優待制度の拡充を検討
してまいります。 

また、事業、CSR 等を含む当社の様々な活動について投資家等に知っていただくことは、
当社活動への賛同・共鳴を⾼め、当社株式への投資魅⼒の訴求効果が期待できるため、決算
説明会、当社ウェブサイト、その他の広報などを複合的に活⽤して、上記②に記載いたしま
したサービサーや当社の経営理念に関するＩＲと併せ、積極的に実施してまいります。 
 
・配当について 

当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題の⼀つと位置付け、業績・配当性向を総
合的に勘案しながら安定的かつ継続的な配当の維持を基本⽅針としております。この基本
⽅針のもと、当社は、2002 年 3 ⽉の株式上場以降、19 期連続で株主配当を継続しておりま
す。 

ご参考までに、公表しております 2021 年 12 ⽉期の期末配当予想につきましては、当社
普通株式 1 株につき、⾦ 10 円としております。 
・株主優待制度について 

当社は、株主の皆様の⽇頃のご⽀援に感謝し、当社株式への投資の魅⼒を⾼め、より多く
の株主様に中⻑期的に当社株式を保有していただくことを⽬的として、2019 年 10 ⽉に株
主優待制度を導⼊し、2021 年 3 ⽉には、これを年 2 回に拡充しております。 

当社の実施しております株主優待制度の内容につきましては、以下のとおりとなってお
ります。 

対象となる株主様 
６⽉末⽇現在、12 ⽉末⽇現在の株主名簿に記載または記録された当
社株式１単元（100 株）以上を保有されている株主様 

株主優待の内容 
上記の対象株主様に対して、⼀律ＱＵＯカード 1,000 円分を贈呈い
たします（年２回） 

贈呈の時期 
６⽉末⽇を基準⽇とする株主優待は９⽉上旬に発送、12 ⽉末⽇を基
準⽇とする株主優待は毎年３⽉開催の当社定時株主総会終了後に送
付する決議通知に同封して発送することを予定しております 

 
なお、これらの取組が投資家等へ浸透し、当社株価に安定的に反映されるには相応の期間

を要するものと思われ、中⻑期に対処する必要があると認識しているため、取組期間につき
ましては 2026 年 12 ⽉期までとしております。 

以上 


